
人権ファクトシートシリーズ

HIVと犯罪化

はじめに

2020年には92カ国が
　国連合同エイズ計画（UNAIDS）に対し、HIVの非開示・曝露・感染（HIVに感染している
ことを開示しないこと、感染を起こすリスクがあること、感染が起こること）を特別法または
一般法により犯罪とみなしていると報告しています（1）。こうした法律は、HIVの新規感染を
防ぐ助けにはならず、予防対策の妨げになるので逆効果です。また、平等な扱いを受ける権
利や差別を受けない権利といった人権の侵害にもなります。

　現実の問題として、HIVの犯罪化がもた

らす影響は、女性を含め、すでに疎外さ
れている人たちの間で極端に大きくなっ

ています。HIV関連の最新の科学的成果

を参考にすることなく、法律が適用されて

いることもしばしばあります。曝露または感

染が発生していない場合や、発生し得ない

場合もあるのです（2–4）。

　一般的な刑法の適用は意図的な感染

の事例に限定すべきです。それは自らの

HIV感染を知ったうえで、他の人に感染さ

せる意図を持って行動し、実際に感染が

成立している場合に限られます（2、13）。

　HIVの犯罪化は、HIV予防・治療・ケ
ア・支援の効果的な対策を損なうこと
になります。訴追されることを恐れ、検査

や治療を受けようとしない人が増える可

能性があるからです。また、HIV陽性者や

HIV感染の高いリスクに曝されている人た

ちが、HIV感染について医療提供者に率

直に話したり、自らの感染を開示したり、必

要な治療が受けられるのに受けなくなった

りするおそれもあります。こうしたことがす

べて、HIV予防対策の弱体化につながるの

です（5–7）。

　国際的な人権機関は、

HIVを特定して犯罪とする

刑法を撤廃するよう勧告し

ています（3、8–12）。



データ

　2020年には、92カ国が
　HIVを犯罪として扱っているとUNAIDS
に報告しています（1）。
　市民社会からの報告データによると、そ
の数は130カ国に及ぶ可能性があります

（14）。

　人権を基本にすえ、エビデンスに配慮したアプローチにより、HIVの犯罪化を認める法律を退け、時代に沿うよう廃止する裁判所や国は、少数

ですが増えています。オーストラリア（ビクトリア州）、ベラルーシ、ベネズエラ、カナダ、コンゴ民主共和国、ガーナ、ギリシャ、ホンジュラス、マラ

ウイ、モンゴル、スイス、メキシコや米国の一部、ジンバブエなどでは、立法過程でも変化が生まれています。コロンビアやケニアのように、裁判

を通して変わったところもあります（14、17–19）。また、他の多くの国で、HIVを犯罪化する法律の是非が裁判で争われています

　2018年に出された『刑法とHIV科学に関する専門家合意声明』は、HIV研究の著名な科学者20人が作成し、46カ国

70人以上の科学者が賛同しています（20）。 声明は以下の点を明確にしています。

　49カ国で少なくとも913人が、

HIVの非開示・曝露・感染を理由に逮捕、起
訴、控訴あるいは無罪判決を受けています

（14）。HIV司法ネットワークは、25カ国で
少なくとも90件のHIVを犯罪とみなす事
件を2020年に記録しています（15）。

2015年10月から
2018年12月
の間に

　唾液を介した感染（唾を吐く
など）やごく少量の出血を伴う
噛みつきでHIVが感染するリス
クはありません（24）。それな
のに、HIV陽性者がそうした行
為によるHIV曝露の罪で起訴
され、有罪判決を受けている事
例があります（14、
16）。母乳育児中
の女性が刑法で起
訴されたこともあり
ます（14）。

科学的事実

　HIVは空気感染したり、日常の生活で感

染したりすることはありません。少量の血

液が含まれていたとしても、唾液で感染し

た症例はありません。

　噛みつくことやオーラルセックスによる

HIV感染の可能性は、まったくないか、無

視できるほど低いものです。オーラルセッ

クスによるHIV感染について調べたいくつ

かの臨床研究では、感染症例を見つけるこ

とはできませんでした。出血がまったくない

か、ごく少量なら、噛みつくことでの感染も

ありません。HIV陽性者の口の中にかなり

の出血があって　開いた傷口と接触した

場合でも、そして陽性者のウイルス量が少

量／検出限界値未満ではないとしても、感

染の可能性は全くないか、無視できる程度

です。

　ウイルス遺伝子の系統発生分析だけ

で、ある人から別の人への感染について合

理的な疑いがあると証明することはできま

せん。ただし、ウイルスが無関係なことを示

し、免責することはできます。

　現在の抗レトロウイルス治

療は、HIV陽性者の多くの平

均余命を、HIV陰性の人と同

程度にまで延ばし、HIV感染

を管理可能な慢性疾患の状態に変えまし

た。

　研究の成果は、HIVの犯罪化が安全な

行動を促すことにはならず、逆に大きなリ

スクをもたらしているとする「HIVと法律

に関する世界委員会」の2012年報告書

の見解を強く支持するものになっています

（22,21）。

　コンドームを正し
く使用している場
合、またはウイルス
量が検出限界値未満の人から
なら、HIVは感染しません。（注
1）　HIV陰性の人が曝露前予防
（PrEP）を行っている場合も感
染の可能性は、まったくないか、
無視できる程度です。

　HIV治療を受けていない陽性者とコン

ドームなしでセックスをした場合にも、HIV

感染の可能性は低く、1回のセックスでは、

膣性交で

　0.08％
アナルセックスで

　1.4％
です。

（注1）　HIV陽性者が効果的な抗レトロウイルス治療を受けていれば、体内のウイルス量は検出できない状態（血液1ミリリットル中50コピー未
満）にまで下がる。



国際的な人権に関する義務、基準、
および勧告

　国際的な人権機関、および専門家は、HIVの犯罪化につ

いて、健康、プライバシー、平等の権利、差別を受けない権

利を含む人権を侵害し、HIVの治療と予防を妨げることに

なると考えています（3、8–12）。

　国連の経済的、社会的

及び文化的権利委員会

は、HIVの犯罪化が性と

生殖に関する健康と権

利の行使を妨げることを明らかにしています

（10）。

　世界保健機関（WHO）（4）、HIVと法律に関する世界委員会（2、17）、国連事務総長（11）、UNAIDS（13）がこの見解を支持しています。ま

た、各国の最高裁判所（17、19）、議会（23）はそうした法律が違憲であり、女性に対する差別を含む平等の権利や差別を受けない権利の侵害

であることを確認しています。

　刑事訴追は、経済的、社会的に脆弱な立

場に置かれている人たちにとって、影響が

極端に大きく、暴力を受けるリスクを高め

ます。特に女性は、妊娠時にHIV検査を実

施する政策によってHIV陽性と診断される

ことが多いので、リスクが高くなります。女

性の多くは暴力を受けることを恐れ、セー

ファーセックスの交渉をしたり、自分の感

染を開示したりすることが難しいという点

も法律は認識できていません（3）。

　市民社会は2012年、HIVの犯罪化に

関するオスロ宣言を採択し、HIVを理由に

した犯罪化の終結を求めています。宣言

は、HIV予防対策から懲罰的アプローチを

排し、人びとが検査・支援・治療を求められ

る環境を整え、安全に感染の開示ができる

ようにすることを勧告しています（24）。

　一般刑法の適用は、HIVおよびその感染・予防・治療に関する最善の入手可能な科学的およ

び医学的エビデンスを踏まえ、意図的なHIV感染であることが示されるケース（たとえば自分

のHIV感染を知りながら、他の人に感染させる意図を持って行動し、実際に感染が成立した場

合）に限定すべきです。実際に感染が起きていないのなら、HIVの非開示や曝露の可能性があ

るかもしれないと感じていた場合でも、それが起訴を正当化することにはならず、犯罪として扱

われるべきではありません（13）。

　HIVの非開示・曝露・感
染を犯罪とする法律があ
る国を10％未満にする。

社会的
イネーブラー
（課題解決の実現
を支える要因）
に関する
2025年
ターゲット



　各国政府は人権と刑法の原則をまもり、

（適用される刑法の基準にしたがって）裁

判所が求めるHIVの感染意図を証明しな

ければなりません（17）。科学的、医学的な

事実および一般的な刑法の原則が適用さ

れていなければ、有罪判決を見直し、破棄

すべきです（2）。

　意図的な感染を除けば、HIVに刑法を適用すべきではありません。こ

れがすべてというわけではありませんが、本人がHIVに感染している

ことを知らなかった場合、あるいはコンドームの使用、効果の高いHIV

治療、ウイルス量の低下などHIV感染に対する効果的な予防策を講

じていた場合には、決してHIV感染を犯罪とみなすべきではないので

す。母乳育児を含む垂直感染（母子感染）にも、決して刑法を適用すべ

きではありません（13）。（注2）

　警察官、検察官、裁判官は、HIVに関し

最新の科学的、医学的成果に基づく研修

を受ける必要があります。研修内容には、

HIV関連の刑事事件におけるリスク評価

や危害、精神的責任、立証と抗

弁の評価などが含まれます。

　すべての利害関係者と協力して警察お

よび検察のガイドラインを作成し、HIV関

連の事案で、どのような状況なら刑事告発

が可能なのかを明確に示す必要がありま

す。

　各国政府は犯罪化ではなく、スティグマ

や差別を解消し、自発的なHIVの開示が可

能になる安全な社会的および法的環境を

整えるべきです。入手しやすく、受け入れ

やすく、手ごろな価格のHIV予防・検査・治

療が利用できるようにし、同時にそれぞれ

の人が相手にセーファーセックスを求めら

れるようにすべきです（13）。

詳しくは以下で

　この政策解説は、HIVの非開示・曝露・感染に対する犯罪化と人権に関する基本的考え方を示すためにUNAIDSが作成しました。対象課題に関

連する提言と方針が網羅されているわけではありません。 詳細については上記の主要情報源を参照してください。

（注2）　より詳細な状況リストは『Ending overly broad criminalization of HIV non-disclosure, exposure and transmission』
（UNAIDS 2013年）を参照。




